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(57)【要約】
【課題】作業効率に優れ、安定して高精度の位置決めが
可能であり、しかも低コスト化が可能な位置決め装置お
よび位置決め方法を提供する。
【解決手段】ワークの複数の撮影部位を撮像する撮像装
置である。ワークにおける少なくとも一つの撮影部位の
エリア撮像が可能なカメラと、このカメラとワークとの
相対的な移動が可能な移動手段とを備える。カメラは、
移動手段によるカメラとワークとの相対移動中に、撮影
部位に対してライン撮像を行う。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワークの複数の撮影部位を撮像する撮像装置であって、
　ワークにおける少なくとも一つの撮影部位のエリア撮像が可能なカメラと、
　このカメラとワークとの相対的な移動が可能な移動手段とを備え、
　前記カメラは、前記移動手段によるカメラとワークとの相対移動中に、撮影部位に対し
てライン撮像を行うことを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　前記カメラによるライン撮像の可能範囲は、一の撮影部位のライン撮像方向の全長と同
一乃至全長よりも長いことを特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項３】
　カメラとワークとの相対的な移動には折り返し動作部があり、この折り返し動作部にお
いては、ライン撮像をそのライン撮像方向を切り換えて行うことを特徴とする請求項１又
は請求項２に記載の撮像装置。
【請求項４】
　カメラとワークとの相対的な移動には折り返し動作部があり、この折り返し動作部にお
いては、ライン撮像方向の切り換えを行わないでエリア撮像を行うことを特徴とする請求
項１又は請求項２に記載の撮像装置。
【請求項５】
　画像処理動作前において、エリア撮像又はライン撮像された画像に対してレシピ調整を
行うレシピ調整手段を備え、このレシピ調整手段に調整したレシピで、レシピ調整手段に
おいて用いた撮影方法と異なるライン撮像又はエリア撮像された画像を用いて画像処理動
作を行うことを特徴とする請求項１～請求項４のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項６】
　エリア撮像された画像を用いて仮調整したレシピをライン撮像に適用し、仮調整したレ
シピを登録し、及び／又は、ライン撮像に適用した結果をユーザが評価して、その評価に
基づいて一部修正したレシピを登録することを特徴とする請求項５に記載の撮像装置。
【請求項７】
　エリア撮像又はライン撮像で撮影した画像に対してレシピ調整を行うレシピ調整手段を
備え、このレシピ調整手段は、エリア撮像とライン撮像との切替を行う切替手段を備えた
ことを特徴とする請求項１～請求項６のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項８】
　ライン撮像時にエラーが発生した際に、このエラーが発生した撮影部位に対してエリア
撮像を行うことを特徴とする請求項１～請求項７のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項９】
　搬送されてきた基板上の撮影部位である複数個の被検査部位の画像観察を行って各被検
査部位の位置決めを行う位置決め装置であって、
　被検査部位の画像観察に請求項１～請求項８のいずれか１項に記載の撮像装置を用いる
ことを特徴とする位置決め装置。
【請求項１０】
　ピックアップポジションにてチップをピックアップし、このピックアップしたチップを
ボンディングポジョンに搬送して、そのボンディングポジションにてチップをボンディン
グするダイボンダであって、
　いずれかの任意の位置で前記請求項９に記載の位置決め装置を用いた位置決めを可能と
したことを特徴とするダイボンダ。
【請求項１１】
　ワークの複数の撮影部位を撮像する撮像方法であって、
　ワークにおける少なくとも一つの撮影部位のエリア撮像を行うエリア撮像工程と、
　エリア撮像工程終了後、エリア撮像したエリアセンサカメラにて各撮影部位に対してラ
イン撮像を行うライン撮像工程とを備えたことを特徴とする撮像方法。
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【請求項１２】
　ワークの複数の撮影部位を撮像する撮像方法であって、
　エリア撮像が可能なカメラを用い、カメラとワークとが相対的に移動し、この移動には
、折り返し動作部があり、この折り返し動作部においては、前記カメラのライン撮像方向
の切り換えを行うことを特徴とする撮像方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、撮像装置、撮像方法、位置決め装置、及びダイボンダに関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体装置の製造においては、多数個の素子を一括して造り込まれたウェハをダイシン
グして個々の半導体チップに分離し、これを一個ずつリードフレーム等の所定位置にボン
ディングするというチップボンディングの手法が採用されている。そして、このチップボ
ンディングにはダイボンダ（ボンディング装置）(例えば、特許文献１)が用いられる。
【０００３】
　ダイボンダは、図１１に示すように、ウェハ１（図１２参照）から切り出されるチップ
２をピックアップポジションＰにてピップアップして、リードフレームなどの基板３のボ
ンディングポジションＱに移送（搭載）するものである。ウェハ１は、ダイシング工程に
よって、多数のチップ２に分断（分割）される。このため、このチップ２は図１２に示す
ようにマトリックス状に配列される。
【０００４】
　このダイボンダは、図１１に示すように、コレット（吸着コレット）４を備える。この
コレット４は、図示省略の移動機構にて、ピックアップポジションＰ上での矢印Ａ方向の
上昇および矢印Ｂ方向の下降と、ボンディングポジションＱ上での矢印Ｃ方向の上昇およ
び矢印Ｄ方向の下降と、ピックアップポジションＰとボンディングポジションＱとの間の
矢印Ｅ、Ｆ方向の往復動とが可能とされる。移動機構は、例えばマイクロコンピュータ等
にて構成される制御手段にて前記矢印Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆの移動が制御される。なお
、移動機構としては、シリンダ機構、ボールねじ機構、リニアモータ機構等の種々の機構
にて構成することができる。
【０００５】
　吸着コレット４はその下面に開口する吸着孔５を有するヘッド６を備え、吸着孔５を介
してチップ２が真空吸引され、このヘッド６の下端面（先端面）にチップ２が吸着する。
この真空吸引（真空引き）が解除されれば、ヘッド６からチップ２が外れる。
【０００６】
　また、多数のチップ２に分断（分割）されたウェハ１は、例えばＸＹθテーブル８（図
１２参照）上に配置され、このＸＹθテーブル８には突き上げピンを備えた突き上げ手段
が配置される。すなわち、突き上げ手段によって、ピックアップしようとするチップ２を
下方から突き上げ、粘着シートから剥離しやすくする。この状態で、下降してきた吸着コ
レット４にこのチップ２が吸着する。
【０００７】
　すなわち、コレット４をこのピックアップすべきチップの上方に位置させた後、矢印Ｂ
のようにコレット４を下降させてこのチップ２をピックアップする。その後、矢印Ａのよ
うにコレット４を上昇させる。
【０００８】
　次に、コレット４を矢印Ｅ方向へ移動させて、このアイランド部の上方に位置させた後
、コレット４を矢印Ｄのように下降移動させて、このアイランド部にチップ２を供給する
。また、アイランド部にチップ２を供給した後は、コレットを矢印Ｃのように上昇させた
後、矢印Ｆのように、ピップアップ位置の上方の待機位置に戻す。
【０００９】
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　すなわち、コレット４を、順次、矢印Ａ、Ｅ、Ｄ、Ｃ、Ｆ、Ｂのように移動させること
によって、ピックアップ位置でチップをコレット４でピックアップし、このチップ２をボ
ンディング位置でチップ２に実装することになる。
【００１０】
　このように、ピックアップ位置においては、ピックアップすべきチップ２の位置確認（
位置検出）を行い、ボンディング位置においても、ボンディングすべきリードフレームの
アイランド部の位置確認（位置検出）を行う必要がある。このため、一般には、ピックア
ップ位置の上方位置に配設された確認用カメラにてピックアップすべきチップ２を観察し
、コレット４をこのピックアップすべきチップ２の上方に位置させ、また、ボンディング
位置の上方位置に配設された確認用カメラにてリードフレームのアイランド部を観察し、
コレット４をこのアイランドの上方に位置させる。
【００１１】
　このため、このダイボンダでは、ピックアップ位置及びボンディング位置には、確認用
カメラ等で構成される位置決め装置が配置される。図１０は、ボンディング位置での従来
の位置決め方法を示している。この場合、ボンディング位置に搬送されてきた基板（リー
ドフレーム）３に形成されたアイランド部１０の位置を確認するものである。図１０にお
いて、矢印Ｙは基板３の搬送方向を示し、矢印Ｘは確認用カメラ１１の移動方向を示して
いる。
【００１２】
　確認用カメラ１１として、エリアセンサカメラを用いている。ここで、エリアセンサカ
メラとは、撮像素子が縦横方向に並び、図１０に示すように、二次元的に画像の撮影がで
きるカメラである。図１０において、Ｈはこのカメラ１１の視野を示している。カメラに
は、このエリアセンサカメラ以外にラインセンサカメラがある。ラインセンサカメラは、
撮像素子が一列に並んでいるものであるので、副走査を伴わない場合、一次元的な画像の
撮影しかできない。
【００１３】
　このように確認用カメラ１１としてエリアセンサカメラを用いている場合、カメラ１１
の視野Ｈと、位置決め対象（この場合、基板のアイランド部１０）とサイズが同等であれ
ば、カメラ１１の視野Ｈに位置決め対象（アイランド部１０）が入るように、順次、移動
と停止を繰り返すことになる。このように、確認用カメラ１１にて、アイランド部１０の
位置確認でき、チップ２をボンディングする際、各アイランド部１０に正確にボンディン
グすることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１４】
【特許文献１】特開２００８－１２４３８２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　しかしながら、カメラ１１が移動と停止を繰り返せば、停止時にはカメラ１１に振動が
生じ、精度の悪い画像を入手することになる。このため、精度の悪い位置決めとなる。ま
た、振動は、しばらくすると停止するので、この停止まで待って画像を入手するようにす
れば、精度の良い位置決めを行うことができる。しかしながら、このような振動が停止す
るまで待つ工程を設ければ、この振動停止待ちのディレイ（遅延）によってスループット
（単位時間当たりの処理能力）が悪化する。
【００１６】
　ところで、カメラ１１として、このようなエリアセンサカメラに代えてラインセンサカ
メラを用い、カメラと物体とを相対移動させることによって、各アイランド部の位置決め
画像を取得するようにすることも可能である。
【００１７】
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　しかしながら、このようなラインセンサカメラを用いると、最初の対象物であるアイラ
ンド部全体を撮像する場合にもカメラを移動させる必要がある。このため、初期調整用の
画像（照明調整用等の画像）を得る処理時間を必要として、作業効率の劣化を招く。しか
も、ラインセンサカメラは、エリアセンサカメラよりも高価である。
【００１８】
　本発明は、上記課題に鑑みて、作業効率に優れ、安定して高精度の撮像が可能であり、
しかも低コスト化が可能な撮像装置、撮像方法、位置決め装置、及びダイボンダを提供す
る。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　本発明の撮像装置は、ワークの複数の撮影部位を撮像する撮像装置であって、ワークに
おける少なくとも一つの撮影部位のエリア撮像が可能なカメラと、このカメラとワークと
の相対的な移動が可能な移動手段とを備え、前記カメラは、前記移動手段によるカメラと
ワークとの相対移動中に、撮影部位に対してライン撮像を行うものである。
【００２０】
　本発明の撮像装置によれば、ワークの一つの撮影部位をエリア撮像することができ、そ
の後、そのカメラを用いて、各撮影部位のライン撮像を行うことができて、全撮影部位の
画像観察を行うことができる。ライン撮像においては、カメラを停止させる必要がなく、
カメラの停止による振動を生じさせない。
【００２１】
　移動手段として、ワーク側を移動させるワーク搬送手段として第１移動機構のみ、カメ
ラを移動させる第２移動機構のみ、又は、第１移動機構及び第２移動機構で構成できる。
この場合、第１移動機構として、Ｘ方向及びこのＸ方向と直交するＹ方向にワークを移動
させることができ、第２移動機構としてもＸ方向及びこのＸ方向と直交するＹ方向にカメ
ラを移動させることができるものが好ましい。なお、移動手段には、カメラの内部的に行
われる電子的な走査も含むものであってもよい。
【００２２】
　前記カメラによるライン撮像の可能範囲は、一の撮影部位のライン撮像方向の全長と同
一乃至全長よりも長いように設定するのが好ましい。このように設定することによって、
ライン撮像にて撮影部位の全範囲の撮影を安定して行える。
【００２３】
　カメラとワークとの相対的な移動には折り返し動作部があり、この折り返し動作部にお
いては、ライン撮像をそのライン撮像方向を切り換えて行うことができる。このため、折
り返し動作部の撮像をライン撮像にて撮影することができる。これによって、カメラとワ
ークとの相対的な移動の軌跡として四角形の渦巻き形状としたり、直角ジグザグ形状とし
たりできる。このため、ワークの大きさ、ワークに設けられた撮影部位の配置ピッチ、配
置数等に応じて、種々の軌跡でもって撮像（撮影）することができる。
【００２４】
　また、折り返し動作部においては、ライン撮像方向の切り換えを行わないでエリア撮像
を行うものであってもよい。この場合、折り返し部において、ライン撮像方向を切り換え
る必要がないので、作業の簡略化を図ることができる。
【００２５】
　画像処理動作前において、エリア撮像又はライン撮像された画像に対してレシピ調整を
行うレシピ調整手段を備え、このレシピ調整手段に調整したレシピで、レシピ調整手段に
おいて用いた撮影方法と異なるライン撮像又はエリア撮像された画像を用いて画像処理動
作を行うものであってもよい。ここで、レシピ調整とは、撮像パラメータ（露光時間、カ
メラゲイン、照明発光条件、レンズのフォーカス・絞り）や画像処理パラメータ（位置決
め、検査のしきい値等）を調整することであり、所定の画像処理を行うめの調整である。
【００２６】
　このように、位置決めや検査処理を行う前工程において、エリア撮像された画像に対し
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てレシピ調整を行い、このレシピを用いてライン撮像してその画像にて、位置決めや検査
処理を行ったり、ライン撮像された画像に対してレシピ調整を行い、このレシピを用いて
エリア撮像してその画像にて、位置決めや検査処理を行ったりでき、作業性の向上を図る
ことができる。例えば、位置決めや検査処理を、エリア撮像された画像に対してレシピ調
整を行い、このレシピを用いてライン撮像する場合、ライブ表示を行いながら、撮像パラ
メータや画像処理パラメータを調整することができ、これによって、パラメータ変更のフ
ィードバックを得ることができ、最適条件でライン撮像することができる。なお、ライン
撮像された画像に対してレシピ調整を行い、このレシピを用いてエリア撮像する場合にお
いても、連続して走査することによって、不連続ながらライブ表示が可能である。
【００２７】
　また、エリア撮像された画像を用いて仮調整したレシピをライン撮像に適用し、仮調整
したレシピを登録し、及び／又は、ライン撮像に適用した結果をユーザが評価して、その
評価に基づいて一部修正したレシピを登録することができる。ここで、仮調整とは、位置
決めや検査処理時の実際の撮影時の撮影方法とは異なる撮影方法（この場合、ライン撮像
）でレシピ調整を行うことである。このように構成することによって、ユーザが（強制的
に）確認することができ、安定した高精度の画像を得ることができる。
【００２８】
　エリア撮像又はライン撮像で撮影した画像に対してレシピ調整を行うレシピ調整手段を
備え、このレシピ調整手段は、エリア撮像とライン撮像との切替を行う切替手段を備える
ように構成できる。エリア撮像にて得られたエリア画像とライン撮像にて得られたライン
画像では照明の配光の差、レンズの収差等の影響によって全く同一の画像にならない。ま
た、これらの影響はワークによって変化する。レシピ調整を行う際に、利便性を考えると
エリア撮像された画像を用いて調整を行うことになる。しかしながら、実際のライン画像
（ライン撮像にて得られたライン画像）とは異なるため、ある程度調整した後、ライン画
像に切り替えて確認する必要があり、このように、エリア撮像とライン撮像との切替を行
う切替手段を備えることによって、この対応が可能となる。また、切替手段を備えていれ
ば、レシピ調整を行う前に、２つの画像（エリア画像とライン画像）が大きく相違しない
ことを確認できる利点もある。
【００２９】
　ライン撮像時にエラーが発生した際に、このエラーが発生した撮影部位に対してエリア
撮像を行うのが好ましい。この場合、カメラがこのエラーが発生した部位から離間した位
置に移動していても、カメラをそのエラーが発生した部位に戻してエリア撮像することが
でき、エラー発生時のユーザの利便性を向上させることができる。すなわち、エリア撮像
を用いることによって、エラーが発生した部位での、ライブ表示をカメラの走査なしで行
える利点がある。
【００３０】
　本発明の位置決め装置は、搬送されてきた基板上の撮影部位である複数個の被検査部位
の画像観察を行って各被検査部位の位置決めを行う位置決め装置であって、被検査部位の
画像観察に前記撮像装置を用いるものである。
【００３１】
　本発明の位置決め装置によれば、照明調整用等の初期調整用の画像を、基板搬送後及び
撮像パラメータ変更後に得ることができ、作業時間の短縮を図ることができる。カメラの
停止による振動を生じさせないので、高精度の位置合わせが可能となる。しかも、カメラ
が振動しないので、振動が収まるまで、撮像するのを停止する必要がなく、作業効率のよ
い位置合わせを行うことができる。また、ラインセンサカメラを用いないので、装置の低
コスト化を図ることができる。
【００３２】
　本発明のダイボンダは、ピックアップポジションにてチップをピックアップし、このピ
ックアップしたチップをボンディングポジョンに搬送して、そのボンディングポジション
にてチップをボンディングするダイボンダであって、いずれか任意の位置で前記位置決め
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装置を用いた位置決めを可能としたものである。
【００３３】
　本発明のダイボンダによれば、照明調整用等の初期調整用の画像を、ワーク搬送後直ち
に得ることができる。その後、このカメラを用いて、各撮影部位のライン撮像を行うこと
ができ、全撮影部位の撮影・観察や位置決めを行うことができる。このライン撮像におい
ては、カメラを停止又は減速させる必要がなく、カメラに停止又は減速による振動を生じ
させない。ライン撮像のタイミングは、移動軸の位置信号に同期することで正しい縦横比
で撮影できる（画像を取得できる）。また、移動速度がおよそ一定になるように制御する
ことによって、一定間隔で撮像してもよい。
【００３４】
　本発明の一の撮像方法は、ワークの複数の撮影部位を撮像する撮像方法であって、ワー
クにおける少なくとも一つの撮影部位のエリア撮像を行うエリア撮像工程と、エリア撮像
工程終了後、エリア撮像したエリアセンサカメラにて各撮影部位に対してライン撮像を行
うライン撮像工程とを備えたものである。
【００３５】
　また、他の撮像方法は、ワークの複数の撮影部位を撮像する撮像方法であって、エリア
撮像が可能なカメラを用い、カメラとワークとが相対的に移動し、この移動には、折り返
し動作部があり、この折り返し動作部においては、前記カメラのライン撮像方向の切り換
えを行うものである。
【発明の効果】
【００３６】
　本発明では、カメラに停止による振動を生じさせないので、高精度の画像の撮像が可能
となる。しかも、カメラが振動しないので、振動が収まるまで、撮像するのを停止する必
要がなく、作業効率のよい画像の撮像を行うことができる。また、ラインセンサカメラを
用いないので、装置の低コスト化を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】本発明の撮像装置の簡略斜視図である。
【図２】本発明の撮像装置の構成を示すブロック図である。
【図３】本発明の撮像方法の構成を示す工程を示すブロック図である。
【図４】カメラとワークとの一の移動軌跡を示す簡略図である。
【図５】カメラとワークとの他の移動軌跡を示す簡略図である。
【図６】本発明の第１の撮像方法のフローチャート図である。
【図７】カメラとワークとの他の移動軌跡を示す簡略図である。
【図８】本発明の第２の撮像方法のフローチャート図である。
【図９】本発明のダイボンダの簡略図である。
【図１０】従来の撮像装置の簡略斜視図である。
【図１１】従来のダイボンダの簡略図である。
【図１２】チップを示す簡略斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００３８】
　以下本発明の実施の形態を図１～図９に基づいて説明する。図９は、本発明に係るダイ
ボンダ（ボンディング装置：半導体装置の製造装置）を示す。このようなボンディング装
置は、ウェハから切り出されるチップ（半導体チップ）２１をピックアップポジションＰ
にてコレット（吸着コレット）２３でピックアップして、リードフレームなどの基板２２
のボンディングポジションＱに移送（搭載）するものである。ウェハは、金属製のリング
（ウェハリング）に張設されたウェハシート２４上に粘着されており、ダイシング工程に
よって、多数のチップ２１に分断（分割）される。
【００３９】
　このダイボンダのコレット２３は、図示省略のボンディングアームに支持され、このボ
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ンディングアームは、移動機構（移動手段２５）（図２参照）にて駆動されることによっ
て、コレット２３は、ピックアップポジションＰ上での矢印Ａ方向の上昇および矢印Ｂ方
向の下降と、ボンディングポジションＱ上での矢印Ｃ方向の上昇および矢印Ｄ方向の下降
と、ピックアップポジションＰとボンディングポジションＱとの間の矢印Ｅ、Ｆ方向の往
復動とが可能とされる。移動機構（移動手段）２５は制御手段２６（図２参照）にて前記
矢印Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆの移動が制御される。なお、移動機構２５としては、シリン
ダ機構、ボールねじ機構、リニアモータ機構等の種々の機構にて構成することができる。
制御手段２６は、例えば、ＣＰＵ（Central Processing Unit）を中心としてＲＯＭ（Rea
d Only Memory）やＲＡＭ（Random Access Memory）等がバスを介して相互に接続された
マイクロコンピュータである。なお、ＲＯＭには、ＣＰＵが実行するプログラムやデータ
が格納されている。
【００４０】
　コレット２３には、下面である吸着面２３ａに開口する吸着孔（図示省略）が形成され
、この吸着孔には、真空発生器（図示省略）が接続されている。このため、コレット２３
の吸着面２３ａをチップ２１と接触状態として、真空発生器を駆動すれば、吸着孔のエア
が吸引され、この吸着面２３ａにチップ２１を吸着することができる。なお、真空発生器
としては、真空ポンプを使用した真空発生装置であっても、ノズルとディフューザと呼ば
れる基本パーツで構成されるエジェクタ式の真空発生装置であってもよい。
【００４１】
　次に、このダイボンダの動作を説明する。まず、コレット２３をこのピックアップすべ
きチップの上方に位置させた後、矢印Ｂのようにコレット２３を下降させてこのチップ２
１をピックアップする。その後、矢印Ａのようにコレット２３を上昇させる。
【００４２】
　次に、コレット２３を矢印Ｅ方向へ移動させて、この基板２２のアイランド部の上方に
位置させた後、コレット２３を矢印Ｄのように下降移動させて、このアイランド部にチッ
プ２１を供給する。また、アイランド部にチップ２１を供給した後は、コレットを矢印Ｃ
のように上昇させた後、矢印Ｆのように、ピップアップ位置の上方の待機位置に戻す。
【００４３】
　すなわち、コレット４を、順次、矢印Ａ、Ｅ、Ｄ、Ｃ、Ｆ、Ｂのように移動させること
によって、ピックアップ位置でチップをコレット２３でピックアップし、このチップ２を
ボンディング位置でチップ２１に実装することになる。ところで、ボンディング位置には
、基板２２が供給されることになるが、この場合、基板２２は搬送手段として後述する第
１移動機構２７（図２参照）にて搬送される。搬送手段（第１移動機構）２７として、シ
リンダ機構、ボールねじ機構、リニアモータ機構等の種々の機構にて構成することができ
る。
【００４４】
　このように、ピックアップ位置においては、ピックアップすべきチップ２１の位置確認
（位置検出）を行い、ボンディング位置においても、ボンディングすべきリードフレーム
のアイランド部の位置確認（位置検出）を行う必要がある。このため、一般には、ピック
アップ位置の上方位置に配設された確認用カメラにてピックアップすべきチップ２を観察
し、コレット２３をこのピックアップすべきチップ２１の上方に位置させ、また、ボンデ
ィング位置の上方位置に配設された確認用カメラにてリードフレーム２２のアイランド部
を観察し、コレット２３をこのアイランド部の上方に位置させる。
【００４５】
　このため、このダイボンダでは、ピックアップ位置及びボンディング位置には、確認用
カメラ等で構成される撮像装置が配置される。本発明では、ボンディング位置に搬送され
てきたワーク２２としての基板（リードフレーム）に形成されたアイランド部３０の位置
を確認することが可能な撮像装置を備える。
【００４６】
　本発明に係る撮像装置は、図２に示すように、搬送されてきた基板における最初の被検
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査部位である撮影部位をエリア撮像する前記カメラ（エリアセンサカメラ）２８と、カメ
ラ２８を移動させる第２移動機構２９と、前記第１移動機構２７を備える。このため、第
１移動機構２７と第２移動機構２９とで、カメラ２８とワーク２２（基板）とを相対的に
直交する２軸方向に移動させる移動手段３１を構成できる。なお、移動手段には、カメラ
の内部的に行われる電子的な走査も含む。また、カメラ２８は、移動手段３１によるカメ
ラ２８とワーク２２との相対的な移動（搬送）中に、各撮影部位(アイランド部３０)に対
してライン撮像を行う。
【００４７】
　ここで、エリアセンサカメラとは、撮像素子が縦横方向に並び、図１の仮想線で示すよ
うに、二次元的に画像の撮影ができるカメラである。図１の仮想線の範囲Ｈはこのカメラ
の視野を示している。これに対して、ラインセンサカメラがある。ラインセンサカメラは
、撮像素子が横一列に並び、一次的な画像の撮影しかできない。しかし、エリアセンサカ
メラであるカメラ２８は、ライン撮像の取得も可能である。すなわち、カメラ２８の撮像
素子が縦横方向に並んでいるものであるので、任意の１列（１ライン）の撮像素子を用い
るようにすれば、ライン撮像の取得が可能となる。このため、このカメラ２８には、エリ
アセンサカメラとして機能するエリアモードと、ラインセンサカメラとして機能するライ
ンモードとに切り替えが可能となっている。この切り替えは、前記制御手段２６にて制御
できる。
【００４８】
　この場合、基板としてのワーク２２は、第１移動機構２７によって、図１に示すＹ（Ｙ
１）方向に搬送され、カメラ２８の移動は、第２移動機構２９によって、搬送方向Ｙ（Ｙ
１）と直交するＸ（Ｘ１，Ｘ２）方向に沿って移動する。第２移動機構２９は、シリンダ
機構、ボールねじ機構、リニアモータ機構等の種々の機構にて構成することができる。ラ
イン撮像のタイミングは、ロータリエンコーダやリニアエンコーダのエンコーダ値又は位
置指令値等の位置情報を用いて設定できる。
【００４９】
　ところで、この撮像装置には、図２に示すように、レシピ調整手段３２と、カメラ２８
にて撮像した画像を表示する画像表示手段３３と、登録手段３５とを備える。ここで、レ
シピ調整とは、撮像パラメータ（露光時間、カメラゲイン、照明発光条件、レンズのフォ
ーカス・絞り）や画像処理パラメータ（位置決め、検査のしきい値等）を調整することで
あり、所定の画像処理を行うための調整である。このため、レシピ調整手段３２とは、こ
のような調整を行うものであって、エリア撮像された画像に対してレシピ調整を行い、こ
のレシピを用いてライン撮像してその画像にて、位置決めや検査処理を行う場合と、ライ
ン撮像された画像に対してレシピ調整を行い、このレシピを用いてエリア撮像してその画
像にて、位置決めや検査処理を行う場合とがある。
【００５０】
　また、このレシピ調整手段３２には、エリア撮像とライン撮像との切替を行う切替手段
３４を備えるように構成できる。エリア撮像にて得られたエリア画像とライン撮像にて得
られたライン画像では照明の配光の差、レンズの収差等の影響によって全く同一の画像に
ならない。また、これらの影響はワークによって変化する。レシピ調整を行う際に、利便
性を考えるとエリア撮像された画像を用いて調整を行うことなる。しかしながら、実際の
ライン画像（ライン撮像にて得られたライン画像）とは異なるため、ある程度調整した後
、ライン画像に切り替えて確認する必要があり、このように、エリア撮像とライン撮像と
の切替を行う切替手段３４を備えることによって、対応可能となる。また、切替手段３４
を備えていれば、レシピ調整を行う前に、２つの画像（エリア画像とライン画像）が大き
く相違しないことを確認できる。
【００５１】
　この場合、このレシピ調整手段３２のレシピ調整およびエリア撮像とライン撮像との切
替は制御手段２６からの指令で行われる。
【００５２】
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　画像表示手段３３は、エリアセンサカメラ２８にて撮像したエリア画像やライン画像を
表示するモニタを有するものであり、登録手段３５は、レシピ調整手段３２にて調整した
レシピ等を登録（記憶）するものである。この登録手段３５は、記憶装置にて構成でき、
ＨＤＤ（Hard Disc Drive）やＤＶＤ（Digital Versatile Disk）ドライブ、ＣＤ－Ｒ（C
ompact Disc-Recordable）ドライブ、ＥＥＰＲＯＭ（Electronically Erasable and Prog
rammable Read Only Memory）等からなる。
【００５３】
　次に、前記のように構成された撮像装置を用いた撮像方法を説明する。この場合、図４
に示すように、カメラ２８とワーク２２との相対的な移動としては、直角ジグザグ形状の
軌跡Ｋ１を描く場合や、図５に示すように、四角形の渦巻き形状の軌跡Ｋ２を描いたりす
ることになる。
【００５４】
　図４の直角ジグザグ形状の軌跡Ｋ１を描く場合を、図６及び図１を用いて説明する。図
１に示すように、基板（ワーク）２２が、矢印Ｙ（Ｙ１）方向に沿って搬送されて所定位
置で静止する。この状態では、カメラ２８は、基板２２のイのアイランド部３０のエリア
撮像が可能な位置に配置される。このイのアイランド部３０は、搬送方向下流端であって
、カメラ移動方向上流端のアイランド部３０である。
【００５５】
　まず、図３に示すように、エリア撮像工程Ｓ１を行う。すなわち、カメラ２８をエリア
モードとして、アイランド部３０のエリア撮像を行うことによって、照明調整用等の初期
調整用の画像を得る（図６のステップＳ１１）。このエリア撮像の視野範囲Ｈは、イのア
イランド部３０の全体よりも大きく、このエリア撮像内にイのアイランド部３０のうち画
像処理に少なくとも必要なものが入るものである。また、初期調整用の画像として、モデ
ル登録のための画像とすることもできる。すなわち、このエリア画像を位置決めモデルと
して登録したり、後述するライン画像による位置決めに対する位置決めモデルとして登録
したりすることができる。これらの登録には登録手段３５に登録することができる。
【００５６】
　このように、エリア撮像が終了すれば、次にライン撮像工程Ｓ２を行う。すなわち、カ
メラ２８をラインセンサカメラモード（図６のステップＳ１２）としてカメラ２８を矢印
Ｘ（Ｘ１）方向に移動させていく。すなわち、相対的な移動を開始する（ステップＳ１３
）．この場合、ライン撮像は、一の被検査部位であるアイランド部３０のライン撮像方向
の全長で可能である。すなわち、ライン撮像の視野Ｌの長さを、アイランド部３０の基板
搬送方向長さよりも長く設定する。これによって、基板２２上の基板搬送方向下流端の全
アイランド部３０を撮像することができる。
【００５７】
　このように、撮像されたアイランド部３０の位置を確認（位置決め）することができ、
この位置に基づいて、制御手段２６にて移動機構（移動手段）２５を調整して、コレット
２３により、各アイランド部３０に対して、正確にボンディングすることができる。
【００５８】
　そして、折り返し動作部に達したか否かを判断し（ステップＳ１４）、達していれば、
この場合、カメラ２８が矢印Ｘ１方向に移動してきているので、ロのアイランド部３０の
Ｘ１の終点（下流点）に対応する位置に位置している。達していなければ、達するまでカ
メラ８を矢印Ｘ１方向に移動する。
【００５９】
　ステップＳ１５へ移行して、ライン撮像方向を切り換えて、矢印Ｙ２方向へカメラ２７
を移動させる。その後、折り返し動作部を終了したか否かを判断する（ステップ１６）。
すなわち、隣の列のハのアイランド３０のライン撮像が終了したか否かを判断する。終了
していれば、ステップＳ１７へ移行する。ステップＳ１６で終了していなければ、終了す
るまで行う。
【００６０】
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　ステップＳ１７では、作業を終了するか否かを判断する。終了すると判断した場合は、
終了し、終了しないと判断した場合、ステップＳ１８へ移行して、ライン撮像方向を切り
換えてカメラを矢印Ｘ２方向へ移動させる。その後は、ステップＳ１９へ移行して、最終
撮影部位の撮像が終了したか否かを判断する。
【００６１】
　ステップＳ１９で終了していれば、作業を終了する。終了していなければ、ステップＳ
１４へ移行して、前記した工程を順次行う。これによって、図４の直角ジグザグ形状の軌
跡Ｋ１を描きながら、ワーク（基板２２）のすべてのアイランド３０の撮像を行うことが
できる。
【００６２】
　また、図５に示す四角形の渦巻き形状の軌跡Ｋ２を描く場合も、前記図６のフローチャ
ート図に従って動作していくことによって、ワーク（基板２２）のすべてのアイランド３
０の撮像を行うことができる。
【００６３】
　また、カメラ２８とワーク２２との相対的な移動として、図７に示すものであってもよ
い。ワーク２２側を固定として、カメラ２８側を移動させた場合を、図８と図１を用いて
説明する。なお、図７において、Ｈはエリア撮像の視野範囲を示している。
【００６４】
　この場合、図１に示すように、基板（ワーク）２２が、矢印Ｙ（Ｙ１）方向に沿って搬
送されて所定位置で静止する。この状態では、カメラ２８は、基板２２のイのアイランド
部３０のエリア撮像が可能な位置に配置される。このイのアイランド部３０は、搬送方向
下流端であって、カメラ移動方向上流端のアイランド部３０である。
【００６５】
　まず、図３に示すように、エリア撮像工程Ｓ１を行う。すなわち、カメラ２８をエリア
モードとして、アイランド部３０のエリア撮像を行うことによって、照明調整用等の初期
調整用の画像を得る（図８のステップＳ２１）。このエリア撮像の視野範囲Ｈは、イのア
イランド部３０の全体よりも大きく、このエリア撮像内にイのアイランド部３０のうち画
像処理に少なくとも必要なものが入るものである。
【００６６】
　このように、エリア撮像が終了すれば、次にライン撮像工程Ｓ２を行う。すなわち、カ
メラ２８をラインセンサカメラモード（図８のステップＳ２２）としてカメラ２８を矢印
Ｘ（Ｘ１）方向に移動させていく。すなわち、相対的な移動を開始する（ステップＳ２３
），この場合、ライン撮像は、一の被検査部位であるアイランド部３０のライン撮像方向
の全長で可能である。すなわち、ライン撮像の視野Ｌの長さを、アイランド部３０の基板
搬送方向長さよりも長く設定する。これによって、基板２２上の基板搬送方向下流端の全
アイランド部３０を撮像することができる。
【００６７】
　一列の最終撮影部位を撮像したか否かを判断する（ステップＳ２４）。すなわち、基板
２２の基板搬送方向下流端のアイランド部３０の撮像が完了すれば、基板２２を基板搬送
方向Ｙ（Ｙ１）に所定量だけ搬送し、撮像が完了していないアイランド部３０を前記と同
様の方法で、撮像していくことができる。
【００６８】
　その後、ステップＳ２５に移行して、隣に撮影部位（アイランド３０）が有るか否かを
判断する。隣に撮影部位（アイランド３０）が有る場合、ステープＳ２６へ移行する。す
なわち、図１のロの撮影部位（アイランド３０）から、カメラをＹ２方向に移動させて、
ハの撮影部位対応部位まで移動させる。ステップＳ２５でこの場合、隣に撮影部位（アイ
ランド３０）が無ければ、作業を終了する。
【００６９】
　ハの撮影部位対応部位まで移動すれば、ステップＳ２１へ移行する。これによって、図
７に示す軌跡Ｋ３でもって、カメラ２８とワーク２２とが相対的に移動することによって
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、ワークのすべてのアイランド３０の撮像を行うことができる。図７のような動作の場合
、折り返し部において、ライン撮像方向を切り換える必要がなく、作業の簡略化を図るこ
とができる。
【００７０】
　画像処理動作前において、レシピ調整手段３２にて、エリア撮像又はライン撮像された
画像に対してレシピ調整を行うことができる。この場合、このレシピ調整手段３２に調整
したレシピで、レシピ調整手段３２において用いた撮影方法と異なるライン撮像又はエリ
ア撮像された画像を用いて画像処理動作を行うものであってもよい。ここで、レシピ調整
とは、撮像パラメータ（露光時間、カメラゲイン、照明発光条件、レンズのフォーカス・
絞り）や画像処理パラメータ（位置決め、検査のしきい値等）を調整することであり、所
定の画像処理を行うための調整である。
【００７１】
　このように、位置決めや検査処理を行う前工程において、エリア撮像された画像に対し
てレシピ調整を行い、このレシピを用いてライン撮像してその画像にて、位置決めや検査
処理を行ったり、ライン撮像された画像に対してレシピ調整を行い、このレシピを用いて
エリア撮像してその画像にて、位置決めや検査処理を行ったりでき、作業性の向上を図る
ことができる。例えば、位置決めや検査処理を、エリア撮像された画像に対してレシピ調
整を行い、このレシピを用いてライン撮像する場合、ライブ表示を行いながら、撮像パラ
メータや画像処理パラメータを調整することができ、これによって、パラメータ変更のフ
ィードバックを得ることができ、最適条件でライン撮像することができる。なお、ライン
撮像された画像に対してレシピ調整を行い、このレシピを用いてエリア撮像する場合にお
いても、連続して走査することによって、不連続ながらライブ表示が可能である。
【００７２】
　また、エリア撮像された画像を用いて仮調整したレシピをライン撮像に適用し、仮調整
したレシピを登録することができる。ここで、仮調整とは、位置決めや検査処理時の実際
の撮影時の撮影方法とは異なる撮影方法（この場合、ライン撮像）でレシピ調整を行うこ
とである。このように構成することによって、ユーザが（強制的に）確認することができ
、安定した高精度の画像を得ることができる。
【００７３】
　レシピ調整手段３２は、エリア撮像とライン撮像との切替を行う切替手段３４を備える
ように構成できる。エリア撮像にて得られたエリア画像とライン撮像にて得られたライン
画像では照明の配光の差、レンズの収差等の影響によって全く同一の画像にならない。ま
た、これらの影響はワークによって変化する。レシピ調整を行う際に、利便性を考えると
エリア撮像された画像を用いて調整を行うことになる。しかしながら、実際のライン画像
（ライン撮像にて得られたライン画像）とは異なるため、ある程度調整した後、ライン画
像に切り替えて確認する必要があり、このように、エリア撮像とライン撮像との切替を行
う切替手段３４を備えることによって、この対応が可能となる。また、切替手段３４を備
えていれば、レシピ調整を行う前に、２つの画像（エリア画像とライン画像）が大きく相
違しないことを確認できる。
【００７４】
　ライン撮像時にエラーが発生した際に、このエラーが発生した撮影部位に対してエリア
撮像を行うのが好ましい。このように構成することによって、エラーが発生した場合、エ
ラーが発生した部位の画像を確認することができる。この場合、カメラがこのエラーが発
生した部位から離間した位置に移動していても、カメラをそのエラーが発生した部位に戻
してエリア撮像することができ、エラー発生時のユーザの利便性を向上させることができ
る。すなわち、エリア撮像を用いることによって、エラーが発生した部位でのライブ表示
をカメラの走査なしで行える。
【００７５】
　本発明の撮像装置では、搬送されてきた基板２２における最初の被検査部位（アイラン
ド部３０）をエリア撮像することができるので、照明調整用等の初期調整用の画像を、基
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板搬送後および撮像パラメータ変更後に得ることができ、作業時間の短縮を図ることがで
きる。その後、このカメラ２８を用いて、各被検査部位のライン撮像を行うことができ、
全被検査部位（全アイランド部３０）の位置決めを行うことができる。このライン撮像に
おいては、カメラ２８を停止させる必要がなく、カメラ２８に停止による振動を生じさせ
ない。このため、高精度の位置合わせが可能となる。しかも、カメラが振動しないので、
振動が収まるまで、撮像するのを停止する必要がなく、作業効率のよい位置決めを行うこ
とができる。また、ラインセンサカメラを用いないので、装置の低コスト化を図ることが
できる。
【００７６】
　このため、この撮像装置をダイボンダにおける位置決め装置に用いることができ、この
ように用いれば、高精度の位置合わせが可能となるので、各アイランド部３０に対して、
正確にボンディングすることができ、ボンディング作業を高精度に短時間で行うことがで
きる。なお、この位置決め装置にて行う位置決めポジションとしては、ダイボンダの任意
の位置に設定できる。
【００７７】
　ところで、前記実施形態では、カメラ２８を基板搬送方向（Ｙ１方向）と直交する方向
（Ｘ１方向）に沿って移動させていたが、カメラ２８を基板搬送方向（Ｙ１方向）と反対
方向（Ｙ２）に移動させるものであってもよい。この場合、ライン撮像方向は、基板搬送
方向（Ｙ１方向）と直交する方向（Ｘ方向）とし、ライン撮像長さを、アイランド部３０
のＸ方向長さよりも長く設定する。また、カメラ２８を移動させることなく、基板２２を
基板搬送方向（Ｙ１方向）に移動させるようにしてもよく、カメラ２８を基板搬送方向（
Ｙ１方向）と反対方向（Ｙ２）に移動させるとともに基板２２を基板搬送方向（Ｙ１方向
）に移動させるようにしてもよい。なお、Ｘ方向と直交する方向、及びＹ方向と直交する
方向とは、厳密に９０度であることに限定されず、例えば、８５度～９５度程度の角度を
なす方向であってもよい。
【００７８】
　すなわち、カメラ２８をＸ方向（Ｘ１方向又はＸ２方向）に移動可能としたり、カメラ
をＹ方向（Ｙ１方向又はＹ２方向）に移動可能としたり、さらには、Ｙ１方向及びＹ１方
向と反対方向（Ｙ２）に搬送可能としたりでき、カメラ２８を停止させて、基板２２をＹ
１方向及びＹ１方向と反対方向（Ｙ２）に搬送したりでき、アイランド部３０の配置数や
配置ピッチ等に応じて、カメラ２８の移動方向や基板２２の搬送方向等を種々変更できる
。
【００７９】
　本発明は前記実施形態に限定されることなく種々の変形が可能であって、例えば、ライ
ン撮像する場合、一列の撮像素子を用いたが、２列や３列の撮像素子を用いてもよい。基
板２２のアイランド部３０の数としては、任意であり、図例の６個は説明の簡略化のため
のものであり、実際には、６個以上の多数個である。また、カメラ２８の移動速度として
は、このカメラ２８にてライン撮像が可能な速度範囲に設定される。チップ２１のボンデ
ィング動作後において、チップ２１の有無やチップ位置の確認等に用いてもよい。
【符号の説明】
【００８０】
２１   チップ
２２   基板
２８   カメラ（エリアセンサカメラ）
３０   撮影部位（被検査部位）
３１   走査手段
３２   レシピ調整手段
３４   切替手段
Ｐ     ピックアップポジション
Ｑ     ボンディングポジション
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Ｓ１   エリア撮像工程
Ｓ２   ライン撮像工程
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【図３】
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